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目指す姿 

◆重点項目＜柱２-３＞

身近な地域における権利擁護の推進

権利擁護 

◆高齢者を狙った悪徳商法や障害者に対する財産搾取、虐待など、重大な権利侵害の事例が増加していま

す。少子高齢化、単身世帯の増加等により、高齢者・障害者を地域で支える権利擁護のニーズが増加して

います。

成年後見制度 

◆制度に対する広報等も多く行われていますが、制度理解が十分に進んでいないのが現状です。

◆制度利用の面からみると、障害者の利用が進んでいない状況です。

市民後見人養成・活動支援事業 

◆横浜市では平成 24 年度より、市民後見人の養成を開始し、平成 28 年度末で 26 名の方が市民後見人

として活動をしています。（コラム「横浜市における市民後見人とは」参照）

その他の課題 

◆新たな課題として、既存の制度やサービスだけでは対応しきれない「身元保証（保証問題）」や「死後事務」

等があります。そのような課題に、個人では対応することが困難な方へ、新たな支援手法を構築していく必要

があります。

柱２－３－１ 柱２－３－２ 

関係機関等と連携した権利擁護の推進 成年後見人等への支援の推進 

◇成年後見制度の認知や理解が地域や支援機関の中で進み、制度が必要な方の利用が促進されることで、高

齢者や障害者が自分の力を生かしながら、地域の中で生活を送ることができています。

◇国の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえて、横浜市としての成年後見制度等の権利擁護を推進す

るため、中核機関*の設置など、権利擁護に関する相談体制や地域連携ネットワークが整備されています。

*中核機関：相談対応や専門職によるサポートのコーディネート等を行うとともに、各地域における連携ネットワークを形成・強化していくため、

法律専門職団体、社会福祉専門職団体、医療・福祉の関係団体等をはじめとする関係者からなる協議会等の事務局機

能を担うものです。 

現状と課題 

＜参考︓第４期横浜市地域福祉保健計画素案＞
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コラム 成年後見制度とは 

▶成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の十分でない方は、財産の管理や、健康や生活

状況の維持向上のために介護などのサービスや施設への入所・病院への入院に関する契約を結んだりする

必要があっても、自分で判断することが難しい場合があります。 

また、自分に不利益な契約や、本来不必要な契約であっても、契約をしてしまうなど、悪徳商法などの被

害にあうおそれもあります。こうした自分ひとりで判断することが難しい方に対し、法的な権限を持って支援す

るのが成年後見制度です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の２種類があります。本

人の意思を尊重し、健康や生活状況に配慮しながら、本人に代わり財産管理や契約などの法律行為を行

うことになります。 

 

▶法定後見制度 

本人や四親等内の親族等が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が本人の援助にあたり適切な

方を選任し、本人の支援をする制度です。本人の判断能力の状況によって「後見」「保佐」「補助」の 3 つの

類型があり、家庭裁判所が決定します。 

 

▶任意後見制度 

将来判断能力が低下してしまった時の備えとして判断 

能力が十分なうちに、あらかじめ自分が選んだ代理の方 

(任意後見人)と契約によって支援の内容を約束しておく 

制度です。 

 成年後見制度について詳しく知りたい場合は、区役所、 

区社協、地域ケアプラザ、基幹相談支援センター等で、 

パンフレット（右）を配布していますので、ご相談ください。 

また、弁護士等の専門職団体等でもご相談を受けつけています。 
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◆重点項目＜柱２-３＞ 

身近な地域における権利擁護の推進 

 

＜柱２-３-１＞  

関係機関等と連携した権利擁護の推進 

 

 成年後見制度等の権利擁護を必要とする人が早期に発見され相談対応をしていくため、必要な広報等を

各専門職団体・関係機関等と連携し実施します。また、制度を活用するにあたり、必要な制度・体制を整備

します。さらに、自己決定の支援のために必要な取組を進めます。 

 
 
 

 広報 

■成年後見制度等の権利擁護に関する制度について、各専門職団体・関係機関と連携し、支援者等に対す

る広報を推進（市・市社協） 

■対象者等にあわせたパンフレットや動画等を用いた広報媒体の作成（市・市社協） 

 

中核機関の設置・ネットワーク構築 

■横浜型の中核機関及び地域連携ネットワークについて、他分野の会議体等を踏まえた体制の整備を検討

（市・市社協） 

 

申立て支援 
■成年後見制度利用支援事業について、本人及び親族申立ての際の、申立て費用の助成の検討（市） 

 

権利擁護に関する取組 
■自己決定の支援のために、エンディングノートやあんしんノート等の取組の推進（市・市社協） 

■権利擁護事業を実施する区社協あんしんセンターへの支援、関係機関との連携等、区域の権利擁護事業

推進に係る支援の実施（市社協） 

■障害者後見的支援制度などの、当事者を中心とした見守りネットワークの構築・拡充（市社協） 

  

主な取組 
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コラム 障害者後見的支援制度 

横浜市障害者後見的支援制度は、障害のあ 

る人が住み慣れた地域で安心して暮らしてくため 

に、横浜独自の制度として平成 22 年 10 月か 

らスタートしました。 

 

18 歳以上の障害のある人が居住区の後見的 

支援室に登録して利用します。 

 

▶後見的支援室では 

①本人や家族から、本人の生い立ちや現在の 

生活の様子、家族が生活の中で配慮してい 

ること、将来の希望・不安などを伺い、本人 

や家族の想いに寄り添いながらこれからの暮らしを一緒に考えています。 

②本人と日常つながりのある人を確認しながら、地域の方たちに「あんしんキーパー」として協力いただ 

き、本人の暮らしを支えるネットワークづくりに取り組んでいます。 

 

▶主な役割 

・「あんしんキーパー」 身近なところでさりげなく本人を見守る。 

・「あんしんサポーター」 日中活動の場や暮らしの場など、本人のところへ定期的に訪問する。 

・「あんしんマネジャー」 本人が望む暮らしをどのように支えていくかを考え、その暮らしが実現できているか 

定期的に確認する。 

・「担当職員」 本人や家族にこの制度を伝えたり、あんしんキーパーとして協力していただく人を増やすな 

ど、この制度を地域に広げていく。 

 

コラム 高齢者や障害者に対する消費者被害を地域で防ぐ 

横浜市消費生活センターでは、近年高齢者や 

障害者からの相談が急増しています。 

 

また、誰にも相談できず次々と被害にあってしまう 

ケースもあります。ご本人が消費者被害にあっている 

ことに気付かない場合や、具体的な相談内容等 

としては、「知らぬ間に高額請求がきた」「クーリン 

グオフについて知りたい」などの相談が多くなってい 

ます。 

地域の中で、消費者被害に関する知識を深めて 

もらえるよう、消費生活推進員などが情報発信 

や出前講座を行っています。 
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 ◆重点項目＜柱２-３＞ 

身近な地域における権利擁護の推進 

 

＜柱２-３-２＞  

成年後見人等への支援の推進 

 

 成年後見人等として活動している親族、専門職、法人後見実施団体、市民後見人等からの相談に応じ

られるよう、専門機関や関係機関等が連携しながら、きめ細やかな支援を行う体制を整備します。 

 また、市民後見人、法人後見の実施団体等の育成及び支援等を実施し、成年後見制度を必要とする人

に対し、適切な後見人等候補者を選択できるよう取組を進めます。 

 
 
 

 中核機関の設置・ネットワーク構築 

■成年後見人等からの相談を受ける中核機関及び地域連携ネットワークについて、高齢者、障害者、子ども・

若者等、様々な分野の会議体等を踏まえた、体制の整備を検討・実施（市・市社協） 

■成年後見人として活動している親族後見人等へ支援をする体制づくりの検討（市・市社協） 

 

後見人の養成・支援 

■地域の権利擁護を担う市民後見人の養成・活動支援・受任促進（市・市社協） 

■法人後見を担う団体への支援（市・市社協） 

 

  
コラム 法人後見支援事業 

 ▶よこはま法人後見連絡会 

法人後見の様々な受け皿を見出していく事を目指し、平成 26 年度から市内で活動する法

人後見実施団体に参加を呼びかけ、情報交換や共通課題の協議の場を設けています。 

▶成年後見制度利用促進に関するアンケート実施から、法人後見取組検討会開催まで 

平成 26 年度から 27 年度に実施した制度利用促進アンケートの結果から、障害のある方

の制度利用促進には、①障害当事者及び関係機関の制度への理解が不十分、②障害理解の

ある後見人等候補者の確保が必要という大きな２つの課題が把握されました。 

課題①への取組としては、啓発用パンフレット 

「障害のある方のご家族、支援者向け ご存じですか成年後見制度」 

を平成 2８年度に作成し、家族会や支援者へ説明を行っています。 

課題②については、「法人による後見人等受任」に対する高い関心 

を受け、平成 29 年度より具体的な法人後見の実施や取組検討の場と 

して「法人後見取組検討会」を障害福祉施設等の運営法人へ参加を呼びかけて平成 30 年 1

月に設置しました。検討会では現在、法人後見の実施に関する様々な可能性について議論

を進めています。 

 

主な取組 
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コラム 市民後見人養成・活動支援事業 

横浜市では平成 24 年３月に、『横浜市における市民後見人に関する検討委員会報告書～地域にお

ける権利擁護推進にむけた「市民後見よこはまモデル」の提案～』の中で、市民後見人の定義を定めていま

す。 

▶市民後見人とは 

①地域に住む身近な存在として、法的に認められた権限をもって被後見人を見守り、支える役割を担う。 

②被後見人の生活課題を解決するにあたっては、地域と連携して取り組み、地域福祉を推進する。 

③成年後見制度や地域福祉に関する幅広い分野の知識や技術、活動上の倫理を身につけるため、横浜

市養成課程の修了と所定の登録を必須とする。 

 

市民後見の担い手を養成するため、横浜市市民後見人養成課程を行っています。養成課程では、専

門知識や後見人としての倫理などの座学とあわせて、市社協の法人後見受任ケースへの同行などの実務実

習も行っています。平成 30 年６月からは、第４期の養成課程を実施しています。 

養成課程を修了し、横浜市市民後見人バンクに登録した方(以下、バンク登録者)が市民後見人として

活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民後見人受任者およびバンク登録者に対しては、区役所や区社協と連携して、以下のような支援を

行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

▶市民後見受任者への支援 

・日常的な相談対応 

・家庭裁判所への提出書類等確認 

・受任者連絡会の実施 

・受任者定期面談の実施 

▶バンク登録者への支援 

・サポートネットへの参加 

・自主勉強会実施の支援 

・全体研修の実施 

・バンク登録者定期面談の実施 

 

第１期 第２期 第３期

対象区
西区・緑区・青葉区

※モデル区として実施

第１期での対象区以外の

15区

鶴見区・西区・港南区・金

沢区・栄区・泉区・瀬谷区

※募集開始時点でバンク登

録者の少ない区を対象

実施

年度

修了

者数

平成24～25年度 平成26～27年度 平成28年度

44人 39人 12人

バンク登録者数 71人

市民後見人受任者数（終了者含む） 30人
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